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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3899,0 はせがわこども歯科 〒890-0082
鹿児島市紫原四丁目３０
番１５号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第250号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第716号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第37号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

01,3954,3 よしむら歯科・小児歯
科医院

〒892-0877
鹿児島市吉野四丁目５１
番５号

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第715号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

01,3969,1 あいろ歯科医院 〒892-0874
鹿児島市緑ヶ丘町５番３
号

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第216号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第104号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

01,3993,1 しろくま歯科クリニッ
ク

〒890-0054
鹿児島市荒田２丁目４８
番７号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第951号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

04,3022,3 かわばた　歯科医院 〒898-0016
枕崎市高見町２７３番地
１三愛ビル２Ｆ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第964号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

06,3030,1 丸山歯科医院 〒899-1624
阿久根市大丸町８３番地

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第714号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

10,3016,2 宮﨑　歯科医院 〒891-0404
指宿市東方１８番地２

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第329号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日

25,3045,9 尾形歯科医院 〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋
地１４６２－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第330号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日


